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午後３時54分開議 

 

○副委員長（三井美和香君） ただいまから総務委員会を開きます。 

 なお、前田委員長より欠席する旨の連絡が参っておりますので、千葉市議会委員会条例第11

条第１項の規定により、私が委員長の職務を行います。よろしくお願いいたします。 

 本日、審査を行います案件は、議案１件でございます。 

 

議案第154号審査 

○副委員長（三井美和香君） それでは、案件審査を行います。 

 議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管を議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。財政部長、お願いします。 

○財政部長 財政部でございます。よろしくお願いいたします。 

 恐縮でございますが、座って説明させていただきます。 

 財政局説明資料の２ページをお願いいたします。 

 議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）のうち、所管について説明い

たします。 

 初めに、第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ100億5,400万円を

追加し、総額を5,151億4,344万円とするものです。 

 第３条、地方債の変更は、その下、第３表、地方債補正のとおり、道路橋りょう整備事業費

など３事業で７億9,100万円を追加し、合計を508億1,800万円に変更するものでございます。 

 その下の表が事項別明細書になります。 

 なお、網かけした部分は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る歳入であり、別

途御説明申し上げます。 

 初めに、款19・国庫支出金、項２・国庫補助金についてですが、臨時交付金以外のものは次

の３ページ、目７・土木費国庫補助金からとなります。 

 まず、節２の道路橋りょう費補助金には、１の道路整備事業費収入から、４の交通安全に係

る防災・安全交付金収入まで、合わせて３億2,067万5,000円を追加し、橋梁維持や市道の新設

改良、安全施設等の整備などに活用するとともに、節３の河川費補助金は、５の都市基盤に係

る防災・安全交付金収入を7,200万円追加し、河川の改修に活用するほか、節４の都市計画費

補助金に、６の街路事業費収入から８の公園に係る防災・安全交付金収入まで、合わせて１億

1,365万円を追加し、塩田町誉田町線の整備や寒川第一土地区画整理、公園リフレッシュの推

進に活用するものです。 

 次に、款20・県支出金、項２・県補助金、目６・土木費県補助金は、都市基盤河川事業費収

入を7,200万円追加し、同事業に活用するとともに、款24・繰越金は、前年度繰越金で、令和

４年度実質収支のうち2,367万5,000円を活用するものでございます。 

 次に、款26・市債、目６・土木債は、節２の道路橋りょう債に、１の道路新設改良債から３

の橋りょう新設改良債まで、合わせて５億7,200万円を追加し、橋梁維持や市道の新設改良、

安全施設等の整備などに活用するとともに、節３・河川債は４の河川整備債を１億1,400万円

追加し、同事業に活用するほか、節４の都市計画債に５の土地区画整理事業債から７の街路整
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備債まで、合わせて１億500万円を追加し、塩田町誉田町線の整備や、寒川第一土地区画整理、

公園リフレッシュの推進に活用するものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 最後に、令和５年度の臨時交付金の状況についてまとめておりますので、御説明申し上げま

す。 

 まず、１の活用状況ですが、低所得者支援枠、推奨事業メニュー枠に分けて記載しており、

低所得者支援枠については、夏に実施した１世帯３万円の給付分として配分された32億円、こ

ちらを全て活用するとともに、今回の補正予算で提案する７万円の給付分についても、配分見

込みの79億円全てを活用いたします。 

 その下の行、推奨事業メニュー枠につきましては、ここまでの配分済額38億円に対し、35億

円を活用しており、差引残高の３億円に今回の追加配分12億円を合わせまして、活用可能額は

15億円となっております。この15億円につきましては、12月補正予算として、当初で提案いた

しました８億円と、今回追加で提案しております７億円で全てを活用いたします。 

 その下、２の物価高騰対策の全体像ですが、今年度の対策を整理したものであり、網かけ部

分が今回提案分で、右から２番目、２列目、太枠で囲った追加欄に記載の金額が補正額となり

ます。 

 また、先ほど説明しました事項別明細書の充当事業欄に付した番号を右端の備考欄に記載を

してございます。 

 今回の物価高騰対策につきましては、その財源として、全て臨時交付金を活用しており、表

の一番下、右から２番目の86億円が今回提案分の臨時交付金活用額の合計となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（三井美和香君） 御質疑等がありましたらお願いいたします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 一問一答です。２問だけ確認させてください。 

 この住民税非課税の世帯の７万円の給付につきましては、速やかにお願いしているところで、

先ほど答弁で、１月前倒しというような形で確認はさせていただくことができました。ありが

とうございます。 

 ちょっと気になるのがこの所得税と住民税の定額減税と、あと、この住民税非課税世帯への

支援のその間におられる方々に対する支援というのが、何かちょっとよく分からないなという

ようなところもありますので、教えていただければと思います。どのように考えておられるか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 今おっしゃった関係でございますけれども、現在、政府のほうで、住民税均等割

のみ課税されている世帯、また、低所得者の子育て世帯に対する加算であるとか、令和６年度

に新たに非課税世帯となる世帯への給付、こういった方々、住民税非課税世帯への支援と定額

減税の間にある方々への支援策を追加で検討しているというお話を伺ってございます。 

 こうした状況を踏まえまして、今回は、住民税非課税世帯の方への給付金の支給を先行して

実施すると聞いてございまして、引き続き国の動向を注視しながら情報収集に努めまして、適

切な対応を図っていくというふうに聞いてございます。 

 以上でございます。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 
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 じゃ、もう１点だけ。代表質問でも、様々この補正予算編成に呼応した支援に係る取組を迅

速に対応すべきという形で、要望もさせていただいたんですけれども、私ども会派も11月21日

の日に、緊急要望書を市長のほうに提出させていただいております。 

 これに係る対応について、改めて御答弁いただいておきたいので、よろしくお願いします。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 まず、住民税非課税世帯に対します給付金の関係でございますけれども、この給

付時期につきましては、多くの皆様からできるだけ早くという要望を受けておりまして、これ

につきましては、先ほどお話しさせていただいていますけれども、令和６年２月中旬から順次

ということで予定をしておりましたが、これについてはその後、関係機関の調整を図りまして、

１月下旬からに前倒しできる見込みとなっておりまして、その方向で現在準備を進めていると

ころであります。 

 それから、もう一つ、中小企業者への支援につきましてもお話があったかと思いますが、こ

ちらにつきましては、事業活動に係るコスト増の状況がまだ継続しているということも踏まえ

まして、引き続き、事業継続のための支援金を支給するとともに、できるだけ早く、速やかに

支給に努めていくというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 特に中小企業支援、継続した支援という形で５万円になりますけれども、私どもも早く周知

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

○副委員長（三井美和香君） ほかにいらっしゃいますか。野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、少し一問一答で質問させていただきます。 

 補正予算ですけれども、財源内訳で国庫支出金の使途、また、県支出金の使途について、改

めて確認しておきたいと思います。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 まず、国庫支出金でございますけれども、今回、合計で92億円計上してございま

す。このうち86億円につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生交付金ということで、価

格高騰重点支援給付金をはじめとして、中小企業者の方々への支援、高齢者・障害者施設等へ

の支援など、各種の物価高騰対策に活用しているところでございます。 

 また、国庫支出金のその他の６億円につきましては、社会資本整備総合交付金などの建設事

業に対する補助でございまして、道路や橋梁などの整備に充当しているところでございます。 

 また、今度県費のほうになりますけれども、こちらにつきましては、可動築造工事に充てる

ものでございまして、国の補助制度のスキームにのっとりまして、県が管理者となってござい

ます河川の工事を行うに当たりまして、県が支出する補助金となってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 県支出金ですけれども、災害問題なんかで、県のやっぱり事業が大き

な問題になっていますね。村田川上流とか、都川の改修が遅れて水害が出るとか。こういうと

ころには県のほうから予算は出なかったですか。あるいは、独自にやることを聞いていますか。 
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○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 今回、補正予算で計上したものにつきましては、いずれも国庫補助内示があった

ものということでございまして、今おっしゃったようなものにつきましては、ちょっと我々の

ほうで、現時点で把握してございません。 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） いずれにしても、千葉市にとって災害で大事な場所なんで、財政局か

らも要求していただきたい、こう思います。 

 次に、物価高騰重点支援金追加給付の支給日の問題ですが、２月だったのを１月にしたから

前倒ししたと、財政局長、胸を張ってかどうか分かりませんが、おっしゃっていました。でも、

やはり本来だったらお正月が来るんですから、年内にというふうに思いますよね。それは、市

の準備もいろいろあるけれども、国の交付そのものが、そういう年内に困った人にお渡しする

ような時期に交付されないところに一番問題があるんですか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 国の交付金につきましては、配分額については一応決定しているということにな

っておりますけれども、実際の交付は、恐らく年度末頃というふうに考えております。ただ、

入ってくると分かっておりますので、それに対応して先に支出を行っていくということで考え

ております。 

 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 市の責任じゃなくて、国の責任だということでいいんですね。 

 次に、中小企業者エネルギー価格等高騰対策ですけれど、電気代などの使用月額が３万円以

上である、これは別に３万円未満の者を支援するよう、さきの委員会でも求めたわけでありま

す。これは12月５日の委員会で、確かに財政局長に申し上げましたよね。であるのに、なぜ実

施しないのかなということで、所管は財源的な裏づけがなければ強く言えないと思うんです。

ということは、財政局が財政調整基金なども使って財源を用意すると言えば、所管が実施した

んじゃないのかなと私は思うので、やっぱり財政局にもかなり責任があるのかなと思うけれど

も、いかがですか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 この支援金の給付要件でございますけれども、市内事業者の聞き取り結果や、ほ

かの市の事例などを踏まえた設定ということで、多くの事業者に御活用いただいていると聞い

てございます。 

 この要件でございますけれども、小規模事業者に低圧契約が多いということで、低圧契約の

電気料金への国の支援、こちらが事業者の利用の多い高圧契約の電気料金の２倍であるという

こと踏まえまして、幅広く支援対象となるよう、ほかの自治体と比べましても最低水準の限度

額設定でございまして、３万円に満たないおそれがある事業者に対しましても、支援金事務局

で、燃料などほかに対象になる経費がないかどうか、こういったものも確認するなど、事業者

に寄り添った丁寧な対応を徹底するということ、その旨を周知するということで所管からは聞

いてございます。 

 以上です。 
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○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 所管がそんなことを言っているということは、真剣に市内の事業者の

ところに行って声を聞いたのかということを疑問に思います。 

 我々は市議会議員ですから、本当に市民の中に広く入って、事業者の声を聞いております。

特に、今回の10万円給付の問題で３万円ということでお伺いして話を聞くと、やっぱり床屋さ

んとか、パーマ屋さんとか、八百屋さんとか、自分で店をやっている人たちなんかは、３万円

行かないんですよね。あと5,000円足りないとか、2,000円足りないとか、そういう人がたくさ

んいるわけですよ。 

 そういう人が３万円を超えている人よりも事業が安定しているのかというと、とんでもない

ことで、コロナ以後本当にお客さんが減って大変な状況です。それから、居酒屋さんなんてい

うのもコロナでお客さんが来なくなって、もう戻って来ないと言うんですよね。家で飲むのが

慣れちゃったみたいで。そんなことで、店を開けても２人か３人しか来ないんだよという嘆き

が聞こえております。 

 だから、先ほど幅広くと部長おっしゃいましたけれども、幅広くというと、そういう市内の

事業者も支援していくということが大事だということで、これもやっぱり財政局がくっと胸を

張って、よし、財政調整基金でも何でも用意するから、そういうのをやろうじゃないかって、

こういうことを言えば、山元局長、何か実現したんじゃないんですか。違うんですか。あなた

の責任ではないですか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 制度的には、先ほど部長から申し上げたとおりでございまして、企業からの意見

等も踏まえて、あるいは他市の状況なども踏まえた上で、制度を構築しているということでご

ざいます。 

 所管局のほうでは、３万円に満たないおそれがある事業者に対しましても、支給金事務局の

ほうで、燃料などのほかに対象となる経費がないかどうか確認するなど、事業者に寄り添った

丁寧な対応を徹底することとして、その旨を注視していくというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 非課税者への７万円、局長、該当者はすごく喜ぶんですよ。ところが、

同じように厳しくて、ちょっと税金払っている方なんかは、何で私たちにくれないのと、こう

いう声が強いです。 

 やっぱり今、ワーキングプアと言われている年収200万円以下、もう非正規雇用が４割と言

われているわけですから、そういう方は本当に多くて苦労しています。そういう方たちにも、

やっぱり支援が行くということが大事だろうということを、我々再三申し上げてきております

けれども、そういう年収200万円未満の低所得者への支援を我々求めてきました。総務委員会

でも言いました。財政局が財源を用意しなかったので実現しなかったのではないかなと、これ

また局長の責任かなと、そこに行っちゃうんですけれども、どうですか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 住民税非課税世帯につきましては、今回７万円という形になっております。前回

の３万円と合わせて都合10万円という支給になっています。 
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 それ以外の例えば住民税は、均等割だけ払われているような世帯もありますし、あるいは所

得税、住民税を払っていても、定額減税の対象にならない４万円未満の税しか納められていな

いという方も中にはいらっしゃいます。そういう意味で、定額減税の４万円と今回の７万円と

のはざまにある方々につきましては、今、国のほうでしっかり検討されているというふうに伺

っておりますので、その動向をしっかり見守っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最後ですけれども、さっきの補正予算も追加補正も、物価高騰対策の

原資としては、地方創生臨時交付金、国庫支出金の活用にとどまっているわけなんです。市民

生活の実態を考えれば、財政調整基金を活用するとか、最大限頑張って市民の生活を支援する

ということが大事だというふうに、私ども何度も言ってきました。 

 繰り返し言います。今、財政調整基金は幾らあるんでしたっけ、財政課長。「委員長がいる

んだから、ちゃんとやんなよ、そのやり方は駄目ですよ」と呼ぶ者あり）何ですか。（「いや、

委員長がいるんだから、ちゃんと委員長に……」「挙手をして」「井戸端会議じゃないんだか

らさ、ちゃんとやってよ」と呼ぶ者あり）ちゃんとって、どこをちゃんとやるんですか。

（「だから１人でやらないで、ちゃんと委員長がいるんだから」と呼ぶ者あり）委員長の許可

を得て質問しているんでしょう。（「だから違う」「委員長がどうぞと」と呼ぶ者あり）答弁

を求めます、委員長。（「そう。そのようにやってください」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長、お願いします。 

○財政局長 ありがとうございます。 

 令和５年度末の見込みといたしまして、今のところ138億円程度というふうに見込んでおり

ます。 

 以上です。（「そこでちゃんと指さないと」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（三井美和香君） 野本委員。（「挙手をしてください」と呼ぶ者あり）挙手をお

願いします。済みません、手慣れていないので。（「挙手しないと指せませんから」「分かり

ました。委員長、発言していいですか」と呼ぶ者あり）お願いします。 

○委員（野本信正君） 議運の委員長から厳しい御指摘をいただきました。黙っていないで、

発言もしてくださいね。（「限りある時間ですから」と呼ぶ者あり） 

 やはり、市民の苦しい実態というのを財政局もよくつかんでいただいて、対応してもらいた

い。そのために、千葉市にある財源も活用するということをしっかりやってほしいと。ここの

ところ、財政調整基金を使って物価高騰対策をやったとか聞いたことないけれども、ため込ん

でおいてもしようがないんです、有効に使うんですよ、財源というのは。そのことだけ申し上

げて終わります。 

○副委員長（三井美和香君） ほかにいらっしゃいますか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） お願いいたします。 

 まず、今回の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金なんですけれども、ほかにもこうい

った臨時交付金のいろんな種類があるのかというのをお尋ねしたいと思います。 

 一問一答でお願いします。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 
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○財政部長 国において、その時々に応じて、様々な交付金を創設することはございます。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 了解しました。 

 もう一つは、７万円の給付なんですけれども、これ１か月近く前倒しになるということで、

職員の皆さんも大変忙しくなってしまうと思うんですけれども、また時間外のほうも、かなり

増えるのかなと心配しておりますし、その分職員の皆さんの体とか、そういうのも心配になり

ますが、その辺の対応はどんなふうにお考えになっているのか伺います。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 所管のほうで、もちろん職員もちょっと忙しくなる部分もあろうかと思いますけ

れども、配付する仕組みを少し変えたりですとか、仕組みですね。手続の手順を変えたりだと

か、あるいは、その関係機関、銀行さんも含めて協議をした上で、期間を短くするような方向

で調整しているというふうに伺っています。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 いろいろ工夫していただいて、職員の負担も少しは軽くしていただきつつ、また市民の方も

前回というか、さきの常任委員会でも申し上げましたように、７万円ってニンジンのようにぶ

ら下げられて、皆さん、市民の方から、私なんかは毎日のように、いつ出るんですかと３件以

上、毎日出ていました。前回も申し上げましたけれども。 

 そういった意味で、市民の方々が大変毎日この物価高で、特に低所得の方々が苦しんでいら

っしゃるということに対しまして、ようやく出るということで皆さん期待していますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それともう一つ、この７万円、どこかに出たかもしれませんが、対象世帯数、プッシュ型が

どの程度、それからもう一つは、後から転居してきた方々、あるいは昨年は所得が結構あった

けれども、今年になって急激に下がったという方々、それらについて、件数なり金額なり分か

れば教えていただきたいと思います。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 配付する全世帯数が10万9,000世帯になります。そのうち、前回３万円の給付金

を口座振込で受給した世帯で、今回申請が不要となる対象者については９万7,000世帯という

ことで、おおむね９割というふうに伺っております。残りがそれ以外の世帯ということであり

まして、住民税非課税世帯につきましては、今回給付するということになりますけれども、そ

れ以外につきましては、また別途国のほうで検討しているというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。今回、残りの部分というふうにお示しいただいたんで

すけれども、前回もこんな数字だったのかというのを改めてお伺いしたいと思います。３万円

のとき。 

○副委員長（三井美和香君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 前回の３万円のときの対象件数が11万世帯となっております。 
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 以上でございます。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それに乗じて、今回も計算していただいたということでよろしいです

ね。はい、確認させていただきました。分かりました。 

 それで、次には中小企業の方々なんですけれども、今回10月から支給されるものと、それか

ら今回の件と、いわゆる私からすればダブルとは言いませんけれども、それに上乗せをしてい

ただいて交付ということになります。前回も１回目のときに、もう交付金を頂いてしまった

方々がどのぐらいいて、実はこれからもらう方々は、前回の分と今回の分を一緒にもらうよう

な手続もできるのかどうかというのをお伺いしたいと思います。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 前回のものにつきましては、今回当初議案でも提案させていただきましたけれど

も、8,200者が交付を受けてございます。こちら実は、もう受付を12月15日で締切りというこ

とで、今日が締切日なんですが、それ以降のものについては、また別途御申請をいただく形に

なります。10万円を受けた方々につきましても、この５万円をまた別途受けられるというよう

な仕組みになってございます。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） その場合プッシュ型で、例えば前回、大体仕組みは同じですよね、前

回も今回も。ですから、簡素化という意味で、言ってきていただければ、プッシュ型のような

形でお渡しするということは可能なんでしょうか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 所管からは、前回交付を受けた方につきましては、手続を簡素化することを検討

しているということで聞いてございます。 

○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。そういった形で、中小企業の方々も手続簡素化で、な

るべくこの負担を生じないような形で、お金を千葉市のほうから支給していただけるような形

を取っていただければというふうに思います。またそういったことで、今御答弁いただきまし

たので確認させていただきました。 

 それともう一つは、前回もお伺いしているんですけれども、毎度毎度、やはり市債の活用に

ついてなんですけれども、それで、前回の常任委員会でも確認させていただいたんですが、今

回もこの追加がございますけれども、その部分について、市のこれまでの計画の中で、どのよ

うな動きになってくるのか、お伺いいたします。 

○副委員長（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 今回、国土強靱化等に対応した記載につきましては、本来は令和６年度に実施し

ようとしていたものを国が追加内示ということで、今回内示を出していただきましたので、そ

れに伴って実施するというものでございます。ですので、長期的に考えて市債が翌年度、６年

度に発行しようとしていたものが、ちょっと前倒しになる可能性があるかなというふうに考え

ております。 

 市債全体の額につきましても、中期財政運営方針の中で、方針を示している中の範囲内にあ

るというふうに考えております。 
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○副委員長（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。確認させていただきまして、ぜひ進めていっていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 

○副委員長（三井美和香君） ほかにいらっしゃいますか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答で１つだけです。 

 地方創生臨時交付金についてのみ質問になるんですけれども、ちょっとこれ大枠の話になる

んですけれども、地方創生臨時交付金の去年の日経新聞の記事で、臨時交付金の不適切な使わ

れ方が問題になっているということで、会計検査院の調査では、臨時交付金の公的機関の水道

料減免に充てていた事例が判明したりとか、商品券が余ったので清算されずに滞留していると

かということがあるんですけれども、今、今回かなり臨時交付金を使っているかと思うんです

けれども、国が使途について、各省庁で協力して検証する考えを示していると記事にあるんで

すけれども、これ調査が入ったときに、千葉市は問題なく使っているというのをしっかりと言

えるかどうか。言えるのであれば、この場ではっきり表明していただければなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○副委員長（三井美和香君） 財政部長。 

○財政部長 私ども、国の推奨メニューの事業枠に、そういったものに沿いながら、今回予算

を計上させていただいているところでございます。執行に当たっては、そういったような国の

指摘を受けないような形で、適切に執行してまいりたいというふうに考えてございます。 

○副委員長（三井美和香君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。もし調査が入ったときに、調査というか、そ

ういった今回のも含めてですけれども、何かしら不祥事が起きないように、適切に今後も使っ

ていただければなと思います。 

 以上です。 

○副委員長（三井美和香君） ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（三井美和香君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管を

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○副委員長（三井美和香君） 賛成全員、よって、議案第154号は原案のとおり可決されまし

た。 

 以上で、案件審査を終わります。 

 なお、今回の委員会の委員長報告は、週明け月曜日に行うこととなりますことから、委員の

皆様への案文の供覧は、今夜以降、ラインワークスにて行いますことを御了承お願いいたしま

す。 

 これをもちまして、総務委員会を終了いたします。御苦労さまでした。 

 

午後４時25分散会 
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